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(57)【要約】
【課題】保護フィルムの剥がし忘れを防止するアンテナ
を提供する。
【解決手段】薄板状アンテナ本体１０の非貼付面に剥離
可能に保護フィルム９を積層したアンテナに於て、保護
フィルム９が、無色あるいは有色の透明であって、保護
フィルム９の剥がし忘れ防止のための模様Ｐ及び／又は
印字Ｍが印刷されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄板状アンテナ本体（１０）の非貼付面（１０Ａ）に剥離可能に保護フィルム（９）を
積層したアンテナに於て、
　上記保護フィルム（９）が、無色あるいは有色の透明であって、該保護フィルム（９）
の剥がし忘れ防止のための模様（Ｐ）及び／又は印字（Ｍ）が印刷されていることを特徴
とするアンテナ。
【請求項２】
　上記薄板状アンテナ本体（１０）は、電気絶縁性を有する透明樹脂シート部（２１）と
、該透明樹脂シート部（２１）の上に形成される面状の導電部（２０）と、該導電部（２
０）を被覆する透明保護膜部（２２）とを、備え、
　該透明保護膜部（２２）には、上記導電部（２０）の給電用電極部（１３）に対応して
切り目（１９）が形成され、
　上記保護フィルム（９）は、使用前状態で、上記透明保護膜部（２２）に貼着されて上
記給電用電極部（１３）を被覆し、かつ、使用状態では、上記透明保護膜部（２２）の上
記切り目（１９）から剥離して上記給電用電極部（１３）を露出させるように構成した請
求項１記載のアンテナ。
【請求項３】
　上記保護フィルム（９）は、摘み用舌片（８）を一体状に設けている請求項１又は２記
載のアンテナ。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アンテナに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車用のアンテナとして、フロントガラスや窓ガラスに貼り付けて使用する薄
板状のアンテナが用いられている（例えば、特許文献１参照）。
　特許文献１記載のアンテナは、ガラスに貼り付ける反対側の非貼付面に、アンテナ素子
の形状に合わせて縁取った保護フィルムを積層している。保護フィルムとしては、一般的
に透明なフィルムが使用されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１２４７３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のアンテナは、保護フィルムとして透明なフィルムを設けた場合、
使用時に剥がし忘れることがあり、特に、アンテナ素子の給電点となる電気的な接点が絶
縁されてしまうことで、アンテナとしての機能を正常に発揮できないという問題があった
。
【０００５】
　そこで、本発明は、保護フィルムの剥がし忘れを防止するアンテナを提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係るアンテナは、薄板状アンテナ本体の非貼付面に剥離可能に保護フィルムを
積層したアンテナに於て、上記保護フィルムが、無色あるいは有色の透明であって、該保
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護フィルムの剥がし忘れ防止のための模様及び／又は印字が印刷されているものである。
【０００７】
　また、上記薄板状アンテナ本体は、上記薄板状アンテナ本体は、電気絶縁性を有する透
明樹脂シート部と、該透明樹脂シート部の上に形成される面状の導電部と、該導電部を被
覆する透明保護膜部とを、備え、該透明保護膜部には、上記導電部の給電用電極部に対応
して切り目が形成され、上記保護フィルムは、使用前状態で、上記透明保護膜部に貼着さ
れて上記給電用電極部を被覆し、かつ、使用状態では、上記透明保護膜部の上記切り目か
ら剥離して上記給電用電極部を露出させるように構成したものである。
　また、上記保護フィルムは、摘み用舌片を一体状に設けているものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明のアンテナによれば、使用者に保護フィルムの存在を確実に認識させることがで
きる。よって、保護フィルムの有無を一目で判別でき、剥がし忘れを確実に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の一形態を示した正面図である。
【図２】アンテナの断面平面図である。
【図３】アンテナの使用状態を示した正面図である。
【図４】図１のＡ－Ａ拡大断面図である。
【図５】アンテナの作用説明用拡大断面図である。
【図６】アンテナの作用説明用拡大断面図である。
【図７】図３のＢ－Ｂ拡大断面図である。
【図８】本発明の他の実施形態を示した拡大断面図である。
【図９】アンテナの作用説明用拡大断面図である。
【図１０】アンテナの作用説明用拡大断面図である。
【図１１】アンテナの作用説明用拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、実施の形態を示す図面に基づき本発明を詳説する。
　図１～図３に示すように、本発明のアンテナは、車両のフロントガラスや窓ガラス等に
貼り付けて使用され、地上波デジタルテレビ、ＧＰＳ、無線ＬＡＮ、ＥＴＣ等の電波を送
受信可能な薄板状アンテナ本体１０を有している。アンテナ本体１０は、一面側を貼付面
１０Ｂとして、ガラス貼着用の粘着剤３を設けている。粘着剤３は、ＰＳＡ（感圧接着剤
）が用いられ、常温で短時間圧力を加えるだけで接着力を発揮するように構成している。
粘着剤３の表面は、剥離紙４が貼り付けられて保護されている。
　本発明のアンテナは、薄板状アンテナ本体１０の他面側の非貼付面１０Ａに剥離可能に
保護フィルム９を積層している。
【００１１】
　保護フィルム９は、無色あるいは有色の透明であって、模様Ｐ及び／又は印字Ｍが印刷
されている。
　保護フィルム９は、合成樹脂等から成り、アンテナ本体１０の（正面視）形状に合わせ
て縁取られている。保護フィルム９は、薄板状アンテナ本体１０が腐食や破損等しないよ
うに（物理的に）保護し、かつ、薄板状アンテナ本体１０の電気的性質を維持するため形
状を保持している。保護フィルム９には、模様Ｐとして、互いに平行で色彩の異なる帯状
筋が描かれており、言い換えると、縞模様が印刷されている。また、保護フィルム９には
、印字Ｍとして、「＜保護フィルムがついています＞」というメッセージが印刷されてい
る。模様Ｐ及び印字Ｍは、アンテナ本体１０に保護フィルム９が付着されていることを使
用者に認識させて保護フィルム９の剥がし忘れを防止できるものであれば何でも良く、例
えば、水玉模様や注意書き等でも良い。また、模様Ｐと印字Ｍのどちらかを省略しても良
い。
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　なお、本発明に於て、「模様」とは、図形若しくは絵等、又は、それらを結合させて成
る装飾をいい、また、「印字」とは、文字若しくは記号等、又は、それらを結合させて成
る表示をいう。
【００１２】
　図４は薄板状アンテナ本体１０の断面を拡大して示した図である。薄板状アンテナ本体
１０は、電気絶縁性を有する透明樹脂シート部２１と、透明樹脂シート部２１の上に形成
される面状の導電部２０と、導電部２０を被覆する透明保護膜部２２とを、備えている。
　透明樹脂シート部２１は、アンテナ本体１０の（透明）基体として設けられ、ポリカー
ボネート、アクリル、ポリエチレンテレフタレート、トリアセチルセルロース等の透明樹
脂フィルムを使用するのが好適であり、シート状の透明ガラスを使用するも良い。
【００１３】
　図１に示すように、導電部２０は、透明樹脂シート部２１の略全面にわたって面状に形
成されたアンテナパターンである。導電部２０は、網目構造の導電性薄膜部１４と、微小
間隔Ｇを挟んで対向状に設けられた一対の給電用電極部１３，１３とを、有している。導
電部２０は、銅、ニッケル、アルミニウム、金、銀等の金属膜（金属蒸着膜）から成り、
又は、これらの金属微粒子を含有する導電ペースト膜、カーボンペースト膜から成り、透
明樹脂シート部２１上に形成した金属薄膜のフォトエッチングによって、又は、印刷レジ
ストによるエッチングによって、さらにまた、導電樹脂ペーストを印刷する等の方法によ
って形成され、薄膜部１４を微細な網目状パターンとして形成している。
【００１４】
　アンテナパターンとしての導電部２０をフォトエッチングにより形成する場合、金属膜
上にフォトレジスト膜を形成しフォトマスクを用いて露光し、現像液で現像することによ
りレジスト膜のアンテナパターンを形成する。これをエッチング液によりエッチングし、
レジスト膜を剥離除去することにより極細金属線からなるアンテナパターンを形成する。
【００１５】
　また、導電部２０を印刷レジストにより形成する場合は、金属膜上にスクリーン印刷、
グラビア印刷、インクジェット等の方法でレジスト膜のアンテナパターンを印刷し、エッ
チング液により金属膜におけるレジスト被覆部以外をエッチングし、レジスト膜を剥離す
ることにより金属膜のアンテナパターンを形成する。
【００１６】
　また、導電部２０を導電樹脂ペースト印刷により形成する場合は、金属微粒子を含む導
電性ペースト、カーボンペースト等で透明基材（透明樹脂シート部２１）上にアンテナパ
ターンを印刷し、導電性のアンテナパターンを形成する。
【００１７】
　なお、網目状パターンに形成された薄膜部１４表面を低反射処理すれば。金属の反射色
が抑制され薄板状アンテナ本体１０の存在が目立たなくなる。それにより、網目状パター
ンを通して車外を見た場合の視認性が高まる。
　なお、低反射処理の具体例としては、化成処理やめっき処理等の表面処理が挙げられる
。化成処理は、酸化処理、硫化処理することによって金属表面に低反射層を形成するもの
であり、例えば、導電部２０（薄膜部１４）の素材に銅を使用し、その表面に酸化処理に
よって酸化皮膜を形成すれば、断面寸法を減じることなく導電部２０（薄膜部１４）の表
面を光反射防止性を備えた黒色に処理（以下、黒化処理という）することができる。
【００１８】
　また、めっき処理として導電部２０（薄膜部１４）に対して、例えば、黒色めっきを施
せば、導電部２０（薄膜部１４）の表面を黒色処理することができる。また、高電流密度
の銅めっきを施せば、茶褐色に処理することができる。
【００１９】
　給電用電極部１３は、図示省略の電子回路部から導線７が接続され、アンテナ本体１０
に給電点Ｅを設けるためのものであり、方形薄板状に形成され、薄膜部１４と電気的に接
続されている。
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【００２０】
　透明保護膜部２２は、導電部２０上に透明なインクを所定厚さ塗布することで形成され
ている。透明保護膜部２２は、導電部２０を保護し、薄板状アンテナ本体１０が取付けら
れている車内環境、例えば、温度、湿度が変化しても安定したアンテナ性能を維持できる
ように構成している。
【００２１】
　さらに、透明保護膜部２２には、導電部２０の給電用電極部１３に対応して切り目１９
が形成されている。
　保護フィルム９は、図１と図４に示す使用前状態で、透明保護膜部２２に貼着されて給
電用電極部１３を被覆し、図３と図７に示す使用状態では、透明保護膜部２２の切り目１
９から（切り目１９によって区画された小片２５を伴って）剥離して給電用電極部１３を
露出させるように構成している。
　図７に示すように、露出した電極部１３に、導線７が貼着されて、給電点Ｅが形成され
る。なお、図３では、導線７を図示省略している。
　また、導電部２０の給電用電極部１３に対しては、透明保護膜部２２（小片２５）を施
さなくても良い。
【００２２】
　図８～図１１は、本発明の他の実施形態を示した拡大断面図である。
　導電部２０は、透明樹脂シート部２１上に透明接着剤層２３を介して逆貼用電解金属（
銅等）箔を貼り付けて形成するも好ましい。また、透明保護膜部２２は、導電部２０上に
、透明粘着剤層２４を介して透明樹脂フィルムを貼り合わせることで形成するも好ましい
。透明保護膜部２２は、その一端に、導電部２０の給電用電極部１３に対応して形成した
切り目１９を有している。
　なお、他の実施形態のアンテナに於て、透明接着剤層２３を省略して、導電部２０を金
属（蒸着）膜として透明樹脂シート部２１上に積層したものを使用するも良い。また、粘
着剤３、及び、透明接着剤層２３、透明粘着剤層２４については、薄板状アンテナ本体１
０の透明性を損なわないもの、例えば、自動車のフロントガラスに紫外線を低減させる目
的で貼着されるスモーク調のフィルムの糊材として使用されるアクリル系粘着材を使用す
るも良い。
【００２３】
　図１と図２に示すように、保護フィルム９は、摘み用舌片８を一体状に設けている。
　摘み用舌片８は、アンテナ本体１０の（長手方向一端の）外周端縁から突出するように
付設され、保護フィルム９を剥がす際に、摘んで保護フィルム９を剥がし易くするための
ものである。また、摘み用舌片８は、アンテナ本体１０に保護フィルム９が付着されてい
ることを使用者に認識させるものとしての役割もある。
　なお、粘着剤３から剥離紙４を剥がし易くするために、剥離紙４に舌片２８を設けてお
くも良い。
【００２４】
　図３に例示したように、薄板状アンテナ本体１０は、一対の導電性材料から成る薄片面
状アンテナ素子１，１を一直線Ｌに対して線対称に配設し、さらに、一直線Ｌに関して線
対称として微小間隔Ｇをもって相互に近接して一対の導電性材料から成る面状給電用脚片
２，２を、アンテナ素子１，１の相互近接部位５，５から、突出状に形成し、しかも、各
脚片２は、外端方向Ｃにしだいに幅寸法Ｗが増加する外方拡幅形状であって、しかも、中
心角度が１８０°未満の一対の円弧１２，１２から成る略小円形分割ループスリット１１
を、アンテナ素子１，１の相互近接部位５，５に配設している。また、薄板状アンテナ本
体１０は、目的波の波長をλとすると、λ／４の長さ寸法Ｌ１５の短寸スリット１５，１
６を、相互近接部位５からアンテナ素子１の外周端縁に沿って１波長λだけ離れた位置に
配設している。さらに、薄板状アンテナ本体１０は、相互近接部位５からアンテナ素子１
の外周端縁に沿って１／２・λだけ離れた位置に、かつ、一対のアンテナ素子１，１の内
の一方にのみ、鋭角状小突起１８を設けている。
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　この構成により、本発明のアンテナは、簡素な形状であって、極めて広い周波数帯域に
於て、優秀な反射減衰量特性を示し、ＵＷＢ通信等のように極めて広い周波数帯域を必要
とする通信にも適用可能となる。
【００２５】
　上述した本発明のアンテナの使用方法（作用）について説明する。
　図１と図４に示す使用前状態に於て、薄板状アンテナ本体１０に貼着されている剥離紙
４を剥離し、粘着剤３を露出させる。次に、図５に示すように、アンテナ本体１０の貼付
面１０Ｂを、車両等のガラス部３０に押し付けて粘着剤３を密着させ、保護フィルム９の
上から軽く擦るようにして薄板状アンテナ本体１０を貼着する。この状態においては、保
護フィルム９がアンテナ本体１０の非貼付面１０Ａを覆っており、使用者が保護フィルム
９の存在を認識し易くなっている。
【００２６】
　そして、図６に示すように、アンテナ本体１０の非貼付面１０Ａを覆っている保護フィ
ルム９を剥がすと、給電用電極部１３が露出する。その後、図３と図７に示す使用状態と
して、露出した給電用電極部１３に、導線７を接続して給電点Ｅを設け、アンテナ本体１
０にて電波の送受信を行なうことができるようにする。
【００２７】
　なお、本発明の他の実施形態に於て、図８は、アンテナの使用前状態を示す図であり、
図１１は、アンテナの使用状態を示す図である。
　図８に示す使用前状態に於て、薄板状アンテナ本体１０に貼着されている剥離紙４を剥
離し、粘着剤３を露出させる。次に、図９に示すように、アンテナ本体１０の貼付面１０
Ｂを、車両等のガラス部３０に押し付けて粘着剤３を密着させ、保護フィルム９の上から
軽く擦るようにして薄板状アンテナ本体１０を貼着する。そして、図１０に示すように、
アンテナ本体１０の非貼付面１０Ａを覆っている保護フィルム９を剥がすと、給電用電極
部１３が露出する。図１１に示すように、露出した給電用電極部１３に、導線７を接続し
て給電点Ｅを設け、アンテナ本体１０にて電波の送受信を行なうことができるようになる
。
【００２８】
　なお、図４～図７に於て、本発明のアンテナの積層状態を簡略的に示しているが、実施
例としては、保護フィルム９がこのように弯曲せずに略平面状を保持したまま貼り付けら
れるように構成しており、例えば、保護フィルム９の厚さ寸法を５４μｍ～６６μｍ、透
明保護膜部２２の厚さ寸法を１５μｍ～２５μｍ、導電部の厚さ寸法を約２μｍ、透明樹
脂シート部２１の厚さ寸法を３８μｍ～６２μｍ、粘着剤３の厚さ寸法を２０μｍ～３０
μｍ、剥離紙４の厚さ寸法を７０μｍ～８０μｍに設定するのが望ましい。
　また、図８～図１１に於て、他の実施例として、保護フィルム９の厚さ寸法を５４μｍ
～６６μｍ、透明保護膜部２２の厚さ寸法を６７μｍ～８３μｍ、透明粘着剤層２４の厚
さ寸法を２０μｍ～３０μｍ、導電部の厚さ寸法を９μｍ～１１μｍ、透明接着剤層２３
の厚さ寸法を１０μｍ～２０μｍ、透明樹脂シート部２１の厚さ寸法を３８μｍ～６２μ
ｍ、粘着剤３の厚さ寸法を２０μｍ～３０μｍ、剥離紙４の厚さ寸法を７０μｍ～８０μ
ｍに設定するのが望ましい。
【００２９】
　なお、本発明は、要旨を逸脱しない範囲で設計変更可能であって、例えば、薄板状アン
テナ本体１０の形状は、上述の実施の形態に何ら限定されるものではなく、その構成は周
知技術による何れの形態でも良い。
【００３０】
　以上のように、本発明に係るアンテナは、薄板状アンテナ本体１０の非貼付面１０Ａに
剥離可能に保護フィルム９を積層したアンテナに於て、保護フィルム９が、無色あるいは
有色の透明であって、保護フィルム９の剥がし忘れ防止のための模様Ｐ及び／又は印字Ｍ
が印刷されているので、使用者に保護フィルム９の存在を確実に認識させることができる
。よって、保護フィルム９の有無を一目で判別でき、剥がし忘れを確実に防止できる。
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【００３１】
　また、薄板状アンテナ本体１０は、電気絶縁性を有する透明樹脂シート部２１と、透明
樹脂シート部２１の上に形成される面状の導電部２０と、導電部２０を被覆する透明保護
膜部２２とを、備え、透明保護膜部２２には、導電部２０の給電用電極部１３に対応して
切り目１９が形成され、保護フィルム９は、使用前状態で、透明保護膜部２２に貼着され
て給電用電極部１３を被覆し、かつ、使用状態では、透明保護膜部２２の切り目１９から
剥離して給電用電極部１３を露出させるように構成したので、アンテナ本体１０の電気的
性能を確実に維持でき、しかも、アンテナの給電点Ｅとなる電極部１３を絶縁してしまう
ことなく、アンテナとしての機能を正常に発揮できる。
【００３２】
　また、保護フィルム９は、摘み用舌片８を一体状に設けているので、ワンタッチで容易
に保護フィルム９を剥がすことができる。
【符号の説明】
【００３３】
　８　摘み用舌片
　９　保護フィルム
　１０　薄板状アンテナ本体
　１０Ａ　非貼付面
　１３　給電用電極部
　２０　導電部
　２１　透明樹脂シート部
　２２　透明保護膜部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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